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富
士
山
と
浅あ
さ
間ま
の
大お
お
神か
み

　
富
士
宮
市
に
は
、
全
国
の
浅
間
神
社
の
総
本
宮
と
さ
れ
る
富
士
山
本
宮
浅
間

大
社
（
以
下
、
浅
間
大
社
）
が
祀ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
浅
間
神
社
は
全

国
に
何
社
く
ら
い
祀
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
浅
間
神
社
の
歴
史
』
に

は
、
昭
和
初
期
の
全
国
に
分
布
す
る
浅
間
神
社
数
が
示
さ
れ
て
い
る
（
図
２−

１
・
表
２−

１
）。
た
だ
し
、
こ
の
統
計
は
国
家
が
神
社
を
直
接
管
理
し
た
時

代
の
も
の
で
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
官か
ん
国こ
く
幣へ
い
社し
ゃ
の
制
度
が
定
め
ら
れ
て

か
ら
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
に
連
合
国
軍
に
よ
り
廃
さ
れ
る
ま
で
の
期

間
限
定
の
数
量
で
あ
る
。

　
同
書
に
よ
れ
ば
、
浅
間
神
社
の
分
布
は
北
海
道
か
ら
長
崎
県
ま
で
ほ
ぼ
全
国

に
及
び
、
官か
ん
幣ぺ
い
大
社
か
ら
境
内
社
ま
で
含
め
る
と
一
三
一
六
社
を
数
え
る
。
浅

間
神
社
の
祭
神
は
「
木こ
の
　
は
な花
之の

佐さ

久く

夜や

毘ひ

売め
の
み
こ
と命
」
で
あ
り
、
こ
の
祭
神
を
祀
る
神

社
に
は
「
富
士
社
・
富
士
権ご
ん
現げ
ん
、
及
び
其
他
の
社
号
を
称
す
る
も
の
は
カ
ナ
リ

沢
山
あ
る
」
と
し
、
こ
こ
で
は
浅
間
神
社
の
社
号
を
持
つ
も
の
に
限
定
し
て
集

計
し
て
い
る
。
総
本
宮
の
お
膝
元
で
あ
る
静
岡
県
の
浅
間
神
社
は
一
五
〇
社
と

他
県
に
抜
き
ん
出
て
い
る
が
、
千
葉
県
に
二
五
七
社
、
埼
玉
県
に
一
八
五
社
、

栃
木
県
に
一
七
九
社
、
茨
城
県
に
一
〇
九
社
と
関
東
地
方
も
圧
倒
的
な
数
を
占

め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
富
士
山
に
祀
ら
れ
て
い
る
浅
間
神
社
の
御み
た
ま霊
を
各
地
に

分ぶ
ん
霊れ
い
し
て
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
、
特
に
江
戸
時
代
に
隆
盛
し
た
長は

谷せ

川が
わ

角か
く
行ぎ
ょ
う

を
開
祖
と
す
る
江
戸
の
富
士
講
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
宮
地　
一
九
二
九
）。

　
浅
間
大
社
の
「
富
士
本
宮
浅
間
社
記
」
に
よ
れ
ば
、
第
七
代
孝こ

う
霊れ
い
天
皇
の
代

に
富
士
山
の
大
噴
火
が
起
こ
り
、第
一
一
代
垂す
い
仁に
ん
天
皇
三
年
（
紀
元
前
二
七
年
）

に
浅
間
大
神
を
山や
ま
足あ
し
の
地
に
祀
っ
て
山
霊
を
鎮
め
た
と
あ
る
。浅
間
大
社
で
は
、

こ
れ
を
当
社
の
起
源
と
し
て
い
る
。
第
一
二
代
景け
い

行こ
う

天
皇
四
〇
年
（
一
一
〇
）

に
は
日や
ま
と本
武た
け
る
の
み
こ
と尊
が
浅
間
大
神
を
山
宮
（
現
山
宮
浅
間
神
社
社
地
）
に
遷う
つ
し
、
第

五
一
代
平へ
い
城ぜ
い
天
皇
の
大だ
い
同ど
う
元
年
（
八
〇
六
）
に
坂さ
か
の

上う
え
の

田た

村む
ら
麻ま

呂ろ

が
現
在
の
大
宮

の
地
に
遷
し
て
壮
大
な
社
殿
を
設
営
し
た
と
い
う
。
浅
間
大
社
の
社
地
に
は
、

古
く
か
ら
地
主
神
と
し
て
富ふ
く
知ち

神
社
が
祀
ら
れ
、
浅
間
大
社
の
遷せ
ん
宮ぐ
う
に
あ
た
っ

て
立た
て
宿じ
ゅ
く

（
現
朝
日
町
）
に
遷
さ
れ
た
と
い
う
。

　
現
在
、
浅
間
大
社
が
鎮
座
し
て
い
る
大
宮
の
地
に
は
富
士
山
の
豊
か
な
湧
水

の
一
つ
、
湧わ
く
玉た
ま
池い
け
が
あ
る
。
富
士
山
の
噴
火
を
鎮
め
る
た
め
に
、
湧
水
地
を
選

ん
で
浅
間
大
社
が
祀
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
当
地
は
最
適
な
場
所
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
富
士
山
は
、
記
録
に
残
る
だ
け
で
も
天て
ん

応お
う

元
年
（
七
八
一
）、
延え
ん

暦り
ゃ
く

一
九
年
（
八
〇
〇
）、
貞じ
ょ
う

観が
ん

六
年
（
八
六
四
）
な
ど
と
、
奈
良
時
代
か
ら
平

安
時
代
に
か
け
て
た
び
た
び
大
き
な
噴
火
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
の
た
び
に

国
家
を
あ
げ
て
鎮
火
の
祈き

祷と
う
を
繰
り
返
し
た
こ
と
か
ら
、
浅
間
大
社
は
仁に
ん
寿じ
ゅ
三

年
（
八
五
三
）
に
名み
ょ
う

神じ
ん

に
列
せ
ら
れ
、『
延え
ん

喜ぎ

式し
き

神じ
ん

名み
ょ
う

帳ち
ょ
う

』
で
は
名
神
大
社
に

上
げ
ら
れ
た
。
名
神
と
は
、
名
神
祭
の
際
に
奉
幣
に
あ
ず
か
る
特
に
霊れ
い
験げ
ん
の
優

れ
た
神
社
の
こ
と
で
、
国
ご
と
に
称
さ
れ
た
一い
ち
の

宮み
や
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
浅
間

大
社
は
駿
河
国
の
一
宮
で
も
あ
る
。

　
日
本
武
尊
が
遷
し
た
と
さ
れ
る
山
宮
浅
間
神
社
に
は
、
通
常
神
社
に
あ
る
よ
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う
な
本
殿
は
な
い
。
植
林
地
で
や
や
視
界
は
狭
く
な
っ
て
い
る
が
、
正
面
に
富

士
山
を
仰
望
で
き
る
高
台
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
日
本
人
の
山
岳
信
仰
に
は
、

古
く
か
ら
山
体
そ
の
も
の
を
御
神
体
と
み
な
し
て
遥よ
う

拝は
い

す
る
か
た
ち
が
あ
っ

た
。前
述
し
た
日
本
武
尊
が
山
宮
に
浅
間
大
神
を
祀
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
地
か
ら
富
士
山
を
仰
ぎ
見
て
拝
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。当
時
の
富
士
山
は
盛
ん
に
噴
煙
を
上
げ
て
い
る
畏
怖
の
対
象
で
あ
り
、

山
宮
は
そ
れ
を
鎮
め
る
た
め
の
重
要
な
祭さ
い
祀し

地
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

火
の
神
か
ら
安
産
の
神
へ

　
富
士
山
は
火
を
噴
き
噴
煙
を
上
げ
る
山
で
あ
り
、
山
そ
の
も
の
が
火
の
神
の

御
神
体
で
あ
っ
た
。
浅
間
大
神
は
ア
サ
マ
ノ
オ
オ
カ
ミ
と
読
み
、
噴
火
す
る
山

の
神
を
意
味
し
て
い
る
。
浅
間
大
神
が
山
宮
か
ら
大
宮
へ
遷
さ
れ
た
と
さ
れ
る

理
由
は
、
前
述
し
た
湧
玉
池
の
水
に
よ
っ
て
富
士
山
の
鎮
火
を
願
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
に
、
浅
間
大
神
の
祭
神
を
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
に
し
た
こ
と
で
、

こ
の
祭
神
に
対
し「
水す
い
徳と
く
の
神
」と
し
て
火
災
を
消
滅
す
る
信
仰
が
生
ま
れ
た
。

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
大お
お

山や
ま

祇づ
み
の

神か
み

の
娘
で
、
天て
ん

孫そ
ん

瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊み
こ
と

の
妃
と
な
っ
た
。

一
夜
で
懐
妊
し
た
こ
と
を
夫
か
ら
疑
わ
れ
、
身
の
潔
白
を
証
す
た
め
に
、
土
で

塗
り
込
め
た
洞
に
入
り
、
外
か
ら
火
を
放
た
せ
て
出
産
に
臨
ん
だ
。
炎
の
中
で

無
事
三
人
の
子
ど
も
を
出
産
し
た
こ
と
に
よ
り
、
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
安
産

の
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鎮
火
の
神
が
火
中
で

出
産
し
た
神
と
な
り
、
火
を
制
す
る
水
の
神
の
霊れ
い
威い

に
、
安
産
の
神
と
し
て
の

信
仰
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
、浅
間
大
社
で
は
主
祭
神
は
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
、別
称
浅
間
大
神
で
、

家
庭
円
満
・
安
産
・
子
安
・
水
徳
の
神
と
し
、「
火か

難な
ん
消し
ょ
う

除じ
ょ
・
安
産
・
航
海
・
漁
業
・

農
業
・
機は
た
織お
り
等
の
守
護
神
」
と
し
て
の
御
利
益
が
あ
る
と
し
て
い
る
。　
　
　

　
な
お
、祭
神
名
の
表
記
を
「
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
」
と
す
る
の
は
『
古
事
記
』、

「
木こ
の

花は
な

開さ
く

耶や

姫ひ
め

」
と
す
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
に
よ
っ
て
い
る
。

表 2-1　昭和初期の全国に分布する浅間神社数 図 2-1　浅間神社分布一覧

都道府県 神社数

北海道 2

岩手県 1

宮城県 1

秋田県 1

山形県 1

福島県 9

茨城県 109

栃木県 179

群馬県 80

埼玉県 185

千葉県 257

東京都 60

神奈川県 33

山梨県 66

長野県 57

新潟県 3

都道府県 神社数

岐阜県 15

静岡県 150

愛知県 58

三重県 25

滋賀県 1

京都府 2

兵庫県 1

奈良県 3

島根県 1

広島県 1

高知県 1

福岡県 8

大分県 1

佐賀県 3

長崎県 2

合　計 1316

200 社

100～199 社

50～99 社

10～49社

1～9社

■

■

■

■

■
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第
二
節
　
　
伝
統
あ
る
祭
礼
と
現
在
の
祭
典

富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
祭
事
暦

　
令
和
七
年
（
二
〇
二
五
）
現
在
、富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
（
以
下
、浅
間
大
社
）

で
は
年
間
一
五
九
度
に
お
よ
ぶ
恒
例
祭
典
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
要
な

祭
事
を
あ
げ
る
と
表
２−

２
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
の
中
で
も
、
江

戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
の
が
初は
つ
申さ
る
祭さ
い
・
流や

鏑ぶ

馬さ
め
祭さ
い
・
御お

田た

植う
え
祭さ
い
で
あ
る
。
浅

間
大
社
は
、
富
士
山
を
祀ま
つ
る
神
社
で
あ
る
と
同
時
に
、
駿
河
国
の
一い
ち
の
み
や宮
、
そ
し

て
大
宮
町
の
氏う
じ
神が
み
で
も
あ
る
。
氏う
じ
子こ

地
域
は
旧
大
宮
町
を
中
心
に
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
お
り
、
氏
子
の
信
仰
は
今
日
で
も
篤あ
つ
い
。
現
在
の
大
祭
は
、
五
月
の
流

鏑
馬
祭
と
一
一
月
の
例
祭
の
二
度
あ
り
、
こ
の
う
ち
多
く
の
氏
子
が
参
加
す
る

の
が
一
一
月
の
例
祭
で
あ
る
。
例
祭
に
は
、
氏
子
が
付つ
け
祭ま
つ
り

と
し
て
「
富
士
宮
ま

つ
り
」
を
催
し
、
山だ

車し

・
屋
台
を
繰
り
出
し
、
そ
こ
で
富
士
宮
囃ば
や
子し

を
演
奏
す

る
。
富
士
宮
ま
つ
り
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
詳
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
ほ

か
の
祭
礼
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
る
。

　
ま
ず
、
富
士
山
に
関
わ
る
祭
礼
は
、
七
月
の
本
宮
（
浅
間
大
社
の
こ
と
）
開

山
祭
・
奥
宮
開
山
祭
、
八
月
下
旬
の
奥
宮
閉
山
祭
、
九
月
の
閉
山
祭
で
あ
る
。

ま
た
、
四
月
に
は
富
士
山
を
遥よ
う
拝は
い
す
る
山
宮
浅
間
神
社
に
浅
間
大
社
の
神
が
渡

る
初
申
祭
が
行
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
初
申
祭
は
、卯う

月づ
き（
四
月
）と
霜し
も
月つ
き（
一
一

月
）
の
最
初
の
申
の
日
に
行
う
大
祭
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
鎮ち
ん
守じ
ゅ
と
し
て
の
浅
間
大
社
に
は
、
農
耕
儀
礼
と
深
く
関
わ
り
を
持
つ

祭
礼
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
五
月
の
流
鏑
馬
祭
と
七
月
の
御
田
植
祭
で
あ
る
。
さ

ら
に
半
年
に
一
度
、
身
の
穢け
が
れ
を
祓は
ら
う
六
月
の
夏な

越ご
し
の

大お
お
祓は
ら
え

式
と
一
二
月
の
師し
わ
走す
の

大お
お
祓は
ら
え

式
も
、
氏
子
が
清
め
祓
え
を
す
る
重
要
な
行
事
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
政

府
の
神
社
神
道
の
国
教
化
政
策
以
降
、
新
た
に
加
え
ら
れ
た
歳さ
い
旦た
ん
祭さ
い・節
分
祭・

祈き

年ね
ん
祭さ
い
・
神か
ん
嘗な
め
祭さ
い
・
七
五
三
祝
祭
・
新に
い
嘗な
め
祭さ
い
な
ど
の
祭
り
も
、
全
国
の
神
社
と

同
様
に
あ
る
（
写
真
２−

１
～
２−

４
）。
こ
れ
ら
の
祭
日
に
は
、
晴
着
を
着
た

表 2-2　富士山本宮浅間大社の主要な祭事（浅間大社提供の一覧を一部加工）　

月　日 大　祭 中　祭 小　祭 摂末社祭典 諸祭典と式典
1 月 1 日 歳旦祭 氏子安全祈願祭 摂末社歳旦祭
1 月 3 日 元始祭
1 月 4 日 水屋神社例祭
立春前日 節分祭
2 月初午 末社稲荷神社例祭
2 月 11 日 紀元祭
2 月 23 日 天長祭
3 月 17 日 祈年祭
4 月 1 日 桜花祭
4 月 4 日 末社天神社例祭
4 月初申 初申祭 山宮浅間神社初申祭
4 月 29 日 昭和祭
5 月 4 日 流鏑馬前日祭 川原祓
5 月 5 日 流鏑馬祭 末社流鏑馬祭
5 月 6 日 流鏑馬後日際
6 月 17 日 厳島神社例祭
6 月最終日 御田植祭 神田宮御田植祭
6 月 30 日 夏越大祓式
7 月 10 日 開山祭
7 月 11 日 奥宮開山祭
8 月 15 日 奥宮例祭
8 月下旬 奥宮閉山祭
9 月 11 日 閉山祭
9 月 26 日 富士大宮司家墓前祭
10 月 17 日 神宮神嘗祭祝祭 神宮遥拝式
11 月 3 日 例祭前日祭
11 月 4 日 例祭
11 月 5 日 例祭後日祭
11 月 15 日 七五三祝祭
11 月 23 日 新嘗祭
12 月 31 日 除夜祭 師走大祓式
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図 2-2　境内図（浅間大社 提供を加工）

写真 2-4　新嘗祭で奉納された農作物

写真 2-3　開山祭

写真 2-2　茅の輪くぐり

写真 2-1　夏越大祓式の茅
ち

の輪
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う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、未ひ
つ
じ

の
日
未
の
時
刻
（
午
後
一
時
～
三
時
）

に
山
宮
へ
と
神し
ん
幸こ
う
す
る
。
本
殿
よ
り
御み

鉾ほ
こ
を
左
肩
に
担
い
で
渡
り
、
休
憩
は
六

カ
所
と
決
ま
っ
て
い
た
。
山
宮
で
の
神
事
の
後
、
宮
司
以
下
神
職
た
ち
は
山
宮

に
籠
り
、
丑う
し
の
刻
（
午
前
二
時
前
後
の
二
時
間
）
に
山
宮
を
出
発
し
御
鉾
が
還か
ん

幸こ
う
す
る
。
翌
上
申
の
日
（
四
月
上
旬
の
申
の
日
）
が
大
祭
礼
で
、
楼ろ
う
門も
ん
前
で
神

事
・
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ
、
大
宮
司
の
ほ
か
神
職
が
本
殿
の
内
陣
に
入
り
鉾
を

納
め
る
と
い
う
。

　

今
日
こ
の
よ
う
な
厳
粛
な
祭
礼
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
平
成
一
八
年

（
二
〇
〇
六
）、
浅
間
大
社
鎮
座
一
二
〇
〇
年
の
奉
祝
と
し
て
山や
ま
宮み
や
御ご

神し
ん
幸こ
う
（
初

申
祭
・
御
神
幸
）
が
復
興
し
、
鉾
を
担
い
で
山
宮
浅
間
神
社
に
巡
行
す
る
よ
う

に
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
写
真
２−

５
～
８
・
図
２−

３
）。
浅
間
大
社
楼

門
前
と
山
宮
浅
間
神
社
参
道
に
は
、
鉾ほ
こ
立た
て
石い
し
と
呼
ば
れ
る
台
石
が
残
さ
れ
て
い

る
（
写
真
２−

９
）。
か
つ
て
、
こ
の
石
の
上
に
鉾
を
立
て
た
と
さ
れ
る
。
鉾

は
浅
間
大
神
の
依よ
り
代し
ろ
で
あ
り
、
御
神
体
そ
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
不
浄
な
地

面
に
直
接
立
て
る
こ
と
を
忌
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
山
宮
御
幸
に
鉾
を
担
い
で
渡
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
宮
御

幸
の
鉾
は
、
武
器
で
は
な
く
祭
具
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
最
も
古
く
有

名
な
鉾
は
祇ぎ

園お
ん
御ご

霊り
ょ
う

会え

の
鉾
で
あ
る
。
京
都
祇
園
祭
の
山や
ま
鉾ほ
こ
巡
行
は
、
疫
病
退

散
を
願
っ
て
六
六
本
の
矛（
鉾
）に
国
中
の
神
霊
を
集
め
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

浅
間
大
社
の
鉾
は
、
遥
拝
所
で
あ
る
山
宮
で
富
士
山
の
神
霊
を
招
く
た
め
に
使

用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
半
年
に
一
度
、
浅
間
大
神
の
御み

霊た
ま
の
再
生

を
行
う
た
め
の
重
要
な
儀
礼
が
四
月
と
一
一
月
の
初
申
祭
だ
と
考
え
ら
れ
、
富

士
山
を
祀
る
ほ
か
の
浅
間
神
社
で
も
浅
間
大
社
と
同
じ
よ
う
な
祭
礼
が
行
わ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

市
内
外
か
ら
の
参
拝
者
が
拝
殿
前
に
長
蛇
の
列
を
作
る
。

　
浅
間
大
社
に
は
多
く
の
摂
社
、
末
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
大
社
境
内
に
あ
る

の
は
、
水み

ず
屋や

神
社
・
天
神
社
・
稲
荷
神
社
・
厳い
つ
く

島し
ま
神
社
の
四
社
で
あ
る
が
、
か

つ
て
は
境
外
地
に
も
多
く
の
末
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
中
に
は
古
く
か
ら
流
鏑

馬
祭
と
関
わ
り
を
持
つ
浅
間
神
社
も
あ
る
。
現
在
も
浅
間
大
社
の
流
鏑
馬
祭
の

前
に
、
米よ
ね
之の

宮み
や
浅
間
神
社
（
富
士
市
本も
と
市い
ち
場ば

）
と
富ふ

知じ

六ろ
く
所し
ょ
浅
間
神
社
（
富
士

市
浅
間
本
町
）
の
祭
礼
に
浅
間
大
社
の
神
職
が
参
列
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な

由
緒
か
ら
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
初
申
祭
と
山や

ま
宮み
や
御み

幸ゆ
き

　

富
士
山
の
山
麓
と
そ
の
周
辺
に
祀
ら
れ
て
い
る
浅
間
神
社
に
は
、
四
月
と

一
一
月
の
例
祭
に
本
社
（
里
宮
）
か
ら
山
中
の
神
社
（
山
宮
）
へ
と
神
が
巡
行

す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
山
宮
御
幸
な
ど
と
い
い
、
例
え
ば
静
岡
浅
間
神
社

（
静
岡
市
葵
区
）
の
廿は
つ
日か

会え

祭さ
い
で
も
四
月
二
日
を
昇の
ぼ
り

祭さ
い
、同
三
日
を
降く
だ
り

祭さ
い
と
い
っ

て
、
浅あ
さ
間ま

神じ
ん
社じ
ゃ
の
神
が
賤し
ず
機は
た
山や
ま
の
麓は

山や
ま
神じ
ん
社じ
ゃ
を
行
き
来
す
る
。
浅
間
大
社
の
こ

と
を
本
宮
と
い
い
、静
岡
の
浅
間
神
社
の
こ
と
を
新
宮
と
呼
び
分
け
て
い
る
が
、

新
宮
で
は
こ
れ
を
祭
神
の
木こ

之の

花は
な
咲さ
く
耶や

姫ひ
め
の

命み
こ
と

が
父
神
の
大お
お
山や
ま
祇づ
み
の

命み
こ
と

に
会
い
に
行

く
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
近
世
の
記
録
や
地
誌
に
は
、
こ
の
祭
礼
を
大
祭
礼

と
し
、
宮
司
は
精し
ょ
う

進じ
ん
潔け
っ
斎さ
い
を
し
て
お
籠こ
も
り
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
富
士
本
宮
年
中
祭
礼
之
次
第
」（
慶け
い

安あ
ん

三
年
〈
一
六
五
〇
〉）
に
は
、
祭
礼

前
に
神
社
か
ら
市
神
ま
で
柴し
ば
を
挿
し
て
結
界
を
作
り
、
卯
月
初
申
（
四
月
最
初

の
申
の
日
）
よ
り
七
日
前
の
寅
の
日
に
惣そ
う
社し
ゃ
家け

中ち
ゅ
う

（
す
べ
て
の
社
家
）
が
浜は
ま
下お

り
を
し
、
あ
ち
神
に
参
詣
す
る
と
あ
る
。
浜
下
り
と
は
禊み
そ
ぎ
の
こ
と
で
、
海
浜

や
川
辺
に
出
て
水
で
身
の
罪
や
穢け
が
れ
を
洗
い
清
め
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ち
神
は

阿あ

字じ

神か
み
の
こ
と
で
、
現
在
、
富
士
市
田
子
の
浦
の
鈴
川
に
祀
ら
れ
て
い
る
阿
字

神
社
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。祭
り
の
た
め
に
清
浄
な
祭
場
を
用
意
し
、

は
る
か
田
子
の
浦
の
浜
ま
で
行
っ
て
禊
ぎ
を
し
な
け
れ
ば
、
初
申
の
祭
り
を
行
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図 2-3　山宮御神幸道（推定）

写真 2-9　鉾立石 写真 2-8　富士山を望む山宮浅間神社

写真 2-7　山宮御神幸

写真 2-6　四十九丁目の道標

写真 2-5　左肩に担ぐ御鉾
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第
三
節
　
　
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
流
鏑
馬

五さ
つ
き月
会え

流や
ぶ
さ
め
鏑
馬
神
事

　
例
年
、
五
月
四
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
（
以
下
、
浅

間
大
社
）
で
は
流
鏑
馬
祭
が
行
わ
れ
る
。
流
鏑
馬
と
は
、
馬
に
乗
っ
て
走
り
な

が
ら
的
に
向
か
っ
て
矢
を
射
る
弓
技
の
こ
と
で
あ
る
。
流
鏑
馬
で
は
鏑か
ぶ
ら

矢や

と

い
い
、
音
響
を
発
す
る
装
置
を
つ
け
た
鏃や
じ
り

を
用
い
、
三
つ
の
的
を
順
次
射
る
。

「
矢や

馳ば
せ

馬う
ま

」
が
転
じ
て
「
や
ぶ
さ
め
」
と
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
、
鏑
矢
を
用
い

る
こ
と
か
ら
流
鏑
の
文
字
を
あ
て
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。古
く
は
平
安
時
代
、

滝た
き
口ぐ
ち
の

武ぶ

士し

（
宮
中
の
警
備
に
あ
た
っ
た
武
士
）
が
鳥
羽
の
離
宮
で
行
っ
た
記
録

が
あ
り
、
や
が
て
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
幕
府
の
行
事
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、

放ほ
う
生じ
ょ
う

会え

な
ど
に
盛
ん
に
奉
納
さ
れ
た
。
源
み
な
も
と
の

頼よ
り
朝と
も
は
関
東
の
流
鏑
馬
の
様
式
を

整
備
し
て
基
を
調
え
、
綾あ
や
藺い

笠が
さ
・
狩か
り
衣ぎ
ぬ
・
水す
い
干か
ん
・
直ひ
た
垂た
れ
に
行む
か
縢ば
き
・
射い

籠ご

手て

を
着

け
、
箙え
び
ら

を
負
っ
た
狩
装
束
を
例
と
し
た
。
江
戸
時
代
、
八
代
将
軍
徳
川
吉よ
し
宗む
ね
は

こ
の
鎌
倉
の
旧
儀
を
再
興
し
、
現
在
も
そ
の
伝
統
が
小
笠
原
流
に
引
き
継
が
れ

て
い
る
（
鈴
木　
一
九
九
三
）。

　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
浅
間
大
社
の
流
鏑
馬
は
、
古こ

式し
き
流や
ぶ
さ
め
鏑
馬
（
富
士
宮
市
指

定
無
形
民
俗
文
化
財
、
写
真
２−
10
）
と
神し
ん

事じ

流や
ぶ
さ
め
鏑
馬
の
二
部
構
成
に
な
っ
て

い
る
。
大
宮
の
地
で
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
流
鏑
馬
を
古
式
流
鏑
馬
と
命

名
し
、
一
時
期
衰
退
し
た
折
り
に
取
り
込
ま
れ
た
小
笠
原
流
流
鏑
馬
を
神
事
流

鏑
馬
と
し
て
、
午
前
と
午
後
の
行
事
に
分
け
て
行
っ
て
い
る
。
小
笠
原
流
流
鏑

馬
は
、
戦
後
に
農
耕
馬
の
調
達
が
困
難
と
な
り
、
さ
ら
に
騎
乗
者
不
足
に
よ
っ

て
、
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
か
ら
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、
現
在
の
神
事
流

鏑
馬
で
は
頼
朝
が
調
え
た
と
い
う
鎌
倉
の
系
統
を
引
く
武
家
の
勇
ま
し
い
流
鏑

馬
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
写
真
２−

11
）。

　
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
九
月
の
「
官か
ん
幣ぺ
い
大
社
浅
間
神
社
特
別
神
事
」
に
は
、

建け
ん

久き
ゅ
う

四
年
（
一
一
九
三
）
源
頼
朝
が
富
士
の
裾
野
で
巻
狩
り
を
し
た
際
、
神
前

に
流
鏑
馬
の
式
を
奉
納
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
浅
間
大
社
の
流
鏑
馬
は
こ
れ

が
由
来
譚た

ん
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
富
士
の
巻
狩
り
は
史
実
と
し
て
も
、
そ

の
後
の
説
話
文
学
な
ど
の
影
響
も
あ
り
、
市
内
各
地
に
は
多
く
の
頼
朝
伝
説
が

残
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
頼
朝
の
流
鏑
馬
奉
納
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
（
富
士
宮
市
教
育
委
員
会　
二
〇
〇
七
）。

　
そ
れ
で
は
、
小
笠
原
流
と
は
異
な
る
従
来
の
浅
間
大
社
の
流
鏑
馬
は
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
流
鏑
馬
が
歴
史
資
料
に
現
れ
る
の
は
、
天て
ん

正し
ょ
う

元
年
（
一
五
七
三
）
の
武
田
勝か
つ

頼よ
り

の
流
鏑
馬
銭
寄き

進し
ん

状じ
ょ
う

か
ら
で
あ
る
。
天

正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

朱し
ゅ

印い
ん

状じ
ょ
う

写う
つ
し

に
は
、
富
士
浅
間
本
宮
の

流
鏑
馬
領
は
、
上か
み
方か
た
流
鏑
馬
四
騎
・
下し
も
方か
た
流
鏑
馬
五
騎
・
加か

島じ
ま
流
鏑
馬
五
騎
・

矢や
ぶ
さ
め
流
鏑
童ど
う
子じ

に
合
計
一
六
〇
石こ
く
余
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
流
鏑
馬
を
執

行
す
る
た
め
に
上
方
（
現
富
士
宮
市
）
か
ら
四
騎
、
下
方
（
現
富
士
市
内
の
ほ

ぼ
潤
井
川
よ
り
東
）
か
ら
五
騎
、加
島
（
現
富
士
市
内
の
ほ
ぼ
潤
井
川
か
ら
西
）

か
ら
五
騎
の
ほ
か
、
矢
鏑
馬
童
子
を
調
達
す
る
た
め
、
領
地
が
寄
進
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
江
戸
時
代
、
流
鏑
馬
は
浅
間
大
社
の
五
月
会
で
行
わ
れ
て
い
た
。「
富
士
本

宮
年
中
祭
礼
之
次
第
」（
慶け
い
安あ
ん
三
年
〈
一
六
五
〇
〉）
に
は
、
四
月
末
日
に
始
ま

る
上
方
五
騎
の
浜は
ま
下お

り
か
ら
五
日
の
本
宮
の
流
鏑
馬
（
上
方
五
騎・下
方
五
騎・

加
島
五
騎
）ま
で
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、明
治
五
年（
一
八
七
二
）

の
「
古
来
所
伝
祭
式
」
に
あ
る
「
五
月
会
流
鏑
馬
神
事
」
の
日
程
は
表
２−

３

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
浅
間
神
社
社
務
所　
一
九
三
一
）。

　
明
治
維
新
に
よ
っ
て
浅
間
大
社
は
流
鏑
馬
領
を
政
府
に
上
納
し
、
大
社
の
資

金
は
社
領
地
か
ら
の
扶ふ

持ち

米ま
い
を
あ
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。
流
鏑
馬
に
か
か
る
資

金
が
不
足
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
流
鏑
馬
は
一
時
中
断
し
て
い
た
が
、
明
治

六
年
（
一
八
七
三
）
六
月
五
日
に
は
再
興
し
た
と
い
う
。
こ
の
後
、
第
二
次
世
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界
大
戦
中
と
戦
後
の
混
乱
期
に
中
止
さ
れ
た
時
期
は
あ
る
も
の
の
、
流
鏑
馬
を

奉
仕
す
る
馬
は
、
市
内
は
も
と
よ
り
富
士
市
や
山
梨
県
南み
な
み

巨こ

摩ま

郡
か
ら
も
や
っ 

て
き
て
、
祭
り
が
続
け
ら
れ
て
き
た
（
富
士
宮
市
教
育
委
員
会　
二
〇
〇
七
）。

表 2-3　「古来所伝祭式」にみる五月会流鏑馬神事

月　日 行　事　内　容 備　　　考

4 月初申日 甘
あま

葛
づら

大
だ

夫
ゆう

より甘葛 4 箇（荷）納む 1 本宮、2 山宮、3 福知、4 若宮に用う

4 月 29 日（大）
 ・　28 日（小）上方五騎潔

きよめ 鈴川海浜（下方五騎・加島五騎は各その
地方において潔

けっ
斎
さい

）

5 月 2 日
矢根 12 本・火打 1 個、的釘 30 本、鍛冶職
より出す
末社米之宮にて流鏑馬 加島五騎

5 月 3 日
末社若宮八幡宮および若之宮にて流鏑馬 上方射手 2 人執行

六所浅間神社にて流鏑馬 下方五騎

5 月 4 日

末社山宮・金之宮・福知神社にて流鏑馬 上方射手

同日、本宮馬場にて埓
らち

を結う 長 65 間、6 尺・5 寸杖

晩方、カムナガケを執行 杉田・中里・森之腰の 3 騎
的は 1 騎 3 枚ずつ

5 月 5 日

早旦、神前に菖
しょう

蒲
ぶ

飾る・御煎（甘葛）献
けんじ

る・
葛葉と菖蒲帯を給

たま
う・御

み
煎
せん

を給う
流鏑馬 上方五騎・下方五騎・加島五騎

 一ツ物 御
み

子
こ

武
ぶ

羅
ら

・大名・京
きょう

上
じょう

臈
ろう

・鼓師渡る

 射手附次第書を示す 閼
あ

伽
か

井
い

坊
ぼう

・下方加島射手→射手代官拝見

 騎馬を改む 馬の髪・頭・長一束三伏、鞍
くら

具
ぐ

、乗手装
束等を検査す

 馬場見せ 15 騎 乗手水
すい

干
かん

・射
い

笠
がさ

・行
むか

縢
ばき

・馬
ば

障
あお

泥
り

をつけず

 問行事所にて上状を検ず 閼伽井坊・宮
みや

仕
じ

・小見職

 上げ馬 15 騎
大
おお

房
ぶさ

鞦
しりがい

を付く、障泥なし、
乗手武羅・征

そ
矢
や

・行縢・水干・太刀・靴・
射笠・綾

あや
藺
い

笠
がさ

・脛
は

巾
ばき

写真 2-11　神事流鏑馬（小笠原流流鏑馬） 写真 2-10　古式流鏑馬（本乗り）
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因
ニ
記
ス
、
当
社
鎮
座
地
富
士
郡
ガ
往
古
ヨ
リ
馬
ノ
名
産
地
ト
シ

テ
知
ラ
レ
、
今
猶な
お

地
方
民
ガ
何
レ
モ
馬
ニ
関
ス
ル
特
殊
ノ
知
識
ト

趣
味
ト
ヲ
有
シ
テ
駿し
ゅ
ん

馬め

ヲ
飼
育
ス
ル
ハ
、
コ
レ
当
社
流
鏑
馬
神
事

ノ
影
響
ニ
ヨ
レ
ル
モ
ノ
多
キ
ガ
如
シ

 　
武
家
の
た
し
な
み
と
し
て
始
ま
っ
た
浅
間
大
社
の
流
鏑
馬
は
、
江
戸
時
代
初

期
以
降
、
近
隣
の
農
耕・運
搬
用
の
馬
を
調
達
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

流
鏑
馬
祭
の
最
中
に
は
馬
場
で
競
馬
も
行
わ
れ
、
参
拝
者
は
遠
方
か
ら
も
押
し

寄
せ
て
身
動
き
で
き
な
い
ほ
ど
に
ぎ
わ
っ
た
。
富
士
郡
は
馬
の
名
産
地
と
し
て

も
名
高
く
駿
馬
を
飼
育
で
き
た
の
は
、
こ
の
流
鏑
馬
神
事
の
影
響
が
大
き
か
っ
た

と
い
う
。「
飼
い
馬
を
流
鏑
馬
に
出
走
さ
せ
る
と
怪
我
を
せ
ず
丈
夫
に
な
り
、
農

作
業
が
円
滑
に
進
む
」
と
い
わ
れ
、
農
耕
用
の
馬
を
連
れ
て
参
加
す
る
氏う
じ

子こ

に

支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
富
士
宮
市
教
育
委
員
会　
二
〇
〇
七
）。
祖
父
の

代
か
ら
流
鏑
馬
に
参
加
し
て
い
る
佐
野
孝
男
氏
（
昭
和
二
五
年
生
）
の
家
で
は
、

孝
男
氏
の
父
が
一
年
に
一
回
農
耕
馬
を
連
れ
て
浅
間
様
に
参
拝
す
る
の
を
楽
し
み

に
し
誇
り
に
も
し
て
い
た
。
父
が
大
社
か
ら
頼
ま
れ
て
近
隣
の
馬
を
九
〇
頭
そ
ろ

え
、
流
鏑
馬
祭
の
後
の
練れ
ん

行ぎ
ょ
う

で
市
内
を
巡
行
し
た
時
は
壮
観
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
明
治
維
新
や
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
中
断
は
あ
っ
て
も
祭
り
は
続
け
ら
れ

て
き
た
が
、
機
械
化
が
進
み
農
耕
馬
を
飼
育
し
な
く
な
り
騎
乗
者
も
足
り
な
く

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
昭
和
二
九
年
か
ら
は
神
事
流
鏑
馬
と
し
て
小
笠
原
流
に

よ
る
流
鏑
馬
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
浅
間
大
社
の
流
鏑

馬
は
途
絶
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
浅
間
大
社

流
鏑
馬
祭
保
存
会
を
結
成
し
、浅
間
大
社
の
古
式
流
鏑
馬
と
し
て
、御
子
乗
り・

馬
場
入
り
・
馬
改
め
・
射
手
次
第
書
・
馬
場
見
せ
・
上あ
げ
状じ
ょ
う

お
よ
び
問と
い
・
行
い
・

本
乗
り
ま
で
の
一
連
の
行
事
を
保
存
・
継
承
す
る
こ
と
と
し
た
。
保
存
会
は
、

伝
承
者
の
技
能
の
熟
達
、
後
継
者
の
育
成
や
奨
励
な
ど
の
た
め
に
活
動
を
続
け

て
い
る
。
令
和
七
年
（
二
〇
二
五
）
現
在
、
顧
問
以
下
二
七
人
の
会
員
か
ら
な

農
耕
馬
が
駆
け
た
流
鏑
馬
祭

　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
流
鏑
馬
祭
は
、
大
正
七
年
九
月
に
浅
間
大
社
が
調
査
し

内
務
省
に
提
出
し
た
「
官
幣
大
社
浅
間
神
社
特
別
神
事
」
の
「
流
鏑
馬
祭
」
に

則の
っ
と

っ
て
再
現
さ
れ
て
い
る
。
表
２−

４
は
、
現
在
の
流
鏑
馬
祭
の
日
程
と
概
略

を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
２−

４
）。
表
２−

３
の
明
治
五
年
の
「
古
来

所
伝
祭
式
」
と
比
べ
る
と
、
順
番
の
前
後
は
あ
る
も
の
の
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
行

事
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
表
２−

４
に
「
行
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
が
表
２−

３
に
は
見
え
な
い
。「
行
い
」
が
江
戸
時
代
に
は
実
際
に
行

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
行
い
」
は
楼ろ
う
門も
ん
前
で
騎
乗
し
た
ま
ま
天
地
四
方
を
射
る

所
作
を
し
、
的
場
の
魔
を
除
け
祓は
ら
い
清
め
る
重
要
な
作
法
で
あ
り
、
こ
れ
が
富

士
宮
市
指
定
文
化
財
の
主
要
な
内
容
を
占
め
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
馬
を
走
ら
せ

な
が
ら
的
を
射
る
流
鏑
馬
と
は
異
な
る
、
神
事
の
よ
う
な
作
法
が
流
鏑
馬
祭
に

取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
浅
間
大
社
の
流
鏑
馬
で
は
、
か
つ
て
「
願が
ん
乗の
り
賽さ
い
乗の
り
」
と
呼
ば
れ
た
馬
駆

け
が
行
わ
れ
た
。
願
乗
と
は
射
手
参
拝
者
の
祈
願
の
た
め
に
、
賽
乗
と
は
射
手

参
拝
者
の
報ほ
う
賽さ
い
、つ
ま
り
願
掛
け
の
お
礼
参
り
の
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

流
鏑
馬
本
来
の
式
と
は
異
な
る
が
、
江
戸
時
代
に
群
集
が
押
し
寄
せ
た
祭
り
の

一
端
に
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
的
な
馬
駆
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
正
七

年
の
「
官
幣
大
社
浅
間
神
社
特
別
神
事
」
の
起
源
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

 

往
古
ヨ
リ
馬
匹
一
度
境
内
地
ヲ
踏
メ
バ
必
ズ
病
ム
事
ナ
シ
ト
言
ヒ

伝
ヘ
、
祭
日
ニ
当
リ
テ
ハ
地
方
ノ
馬
匹
祈
願
ノ
為
メ
ニ
境
内
ニ
集

合
シ
テ
、
流
鏑
馬
ノ
間
馬
場
ニ
競
馬
ヲ
行
ヒ
テ
盛
観
ヲ
添
フ
ル
ガ

故
ニ
、
参
拝
者
遠
近
ヨ
リ
群
集
シ
テ
町
内
立り
っ

錐す
い

ノ
地
ナ
ク
、
当
社

ノ
祭
典
中
最
モ
殷い
ん
賑し
ん
ヲ
極
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
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月　日 行事内容 場　所 備　　　考
５月２日

10:00 米之宮浅間神社例祭
参列 富士市本

もと
市
いち

場
ば

５月 3 日

10:00 富
ふ

知
じ

六
ろく

所
しょ

浅間神社例
祭参列 富士市浅間本町

５月 4 日

9:30 川原祓・水
すい

神社参拝 富士市松岡 神職・射手・浅間大社役員・水神社役員

10:30 馬場祓 浅間大社馬場 神職２人騎馬にて馬場を祓う
11:00 流鏑馬前日祭 浅間大社社殿 神職・射手・大社役員

13:00 末社巡拝
若宮八幡宮（小泉）
金
かん

之
の

宮
みや

（淀
よど

師
し

）
富
ふく

知
ち

神社（朝日町）
神職・射手・大社役員・各末社役員

13:00 流鏑馬習礼（かんな
かけの儀）・祭場舗設 浅間大社馬場ほか

５月 5 日
9:00 流鏑馬祭 浅間大社社殿 弓矢授与後、正射手以外退出

9:45 御子乗り 浅間大社馬場 御子騎馬にて馬場元から馬場末まで進む

10:00 流鏑馬式 浅間大社楼門前・
馬場

馬場入り…射手騎馬にて列を作り中央へ集まる

馬改め…馬改め役が５騎の馬、射手、馬具を
検分する
射手次第書…神職が読み上げる
馬場見せ…射手５騎馳せる（略）

上状および問の行事…神職と射手代官の問答

行い…射手１騎が天・地・四方を祓う

本乗り…射手５騎、一の的を射て馳せる

正午 練行出発 西鳥居 浅間大社→市役所駐車場→浅間大社

15:00 神事流鏑馬式 馬場 小笠原流流鏑馬
５月 6 日
11:00 流鏑馬後日祭 浅間大社社殿 神職・射手・大社役員

り
、
三
月
か
ら
は
毎
週
日
曜
日
に
白
糸
牧
場
で
練
習
を
重
ね
て
い
る
。
保
存
会

員
は
馬
に
乗
れ
る
こ
と
が
最
低
条
件
と
し
て
い
る
。
浅
間
大
社
の
流
鏑
馬
祭
は
、

コ
ロ
ナ
禍
で
中
断
し
た
り
縮
小
し
た
り
し
た
も
の
の
、
現
在
で
も
多
く
の
市
民
や

近
隣
の
人
々
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
祭
り
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
（
写
真
２−

12
～

19
）。

図 2-4　浅間大社流鏑馬馬場の図
（『富士山本宮浅間大社流鏑馬調査
報告書』）

表 2-4　浅間大社流鏑馬祭の日程（令和７年）
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写真 2-19　特殊神
しん

饌
せん

（左から甘
あま

葛
づら

・菖
しょう

蒲
ぶ

・蓬
よもぎ

・茅
ち

巻
まき

） 写真 2-15　御子乗り

写真 2-18　行い 写真 2-14　末社巡拝（金
かん

之
の

宮
みや

）

写真 2-17　射手次第書 写真 2-13　馬場祓い

写真 2-16　馬改め 写真 2-12　川原祓い（富士市松岡の水神社）
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c o l u m n

流
鏑
馬
祭
の

流
鏑
馬
祭
の
甘甘あ
ま
あ
ま

葛葛づ
ら
づ
ら

とと
菖菖し
ょ
う

し
ょ
う

蒲蒲ぶぶ

挿
し
挿
し

　
流
鏑
馬
祭
の
神
事
で
は
特
別
の
神し
ん
饌せ
ん
が
供
え
ら
れ
、
奉
仕
者
が
直な
お
会ら
い
で
そ

れ
を
い
た
だ
く
。
こ
れ
を
甘
葛
と
い
い
、
甘あ
ま

葛づ
ら

煎せ
ん

の
略
称
で
あ
る
。
砂
糖

が
な
か
っ
た
時
代
、
甘
葛
は
ブ
ド
ウ
科
の
ツ
タ
性
植
物
（
ア
マ
チ
ャ
ヅ
ル
な

ど
ほ
か
の
植
物
と
い
う
説
も
あ
る
）
の
樹
液
を
煮
詰
め
た
甘
味
料
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
。
平
安
時
代
の
『
枕
草
子
』
に
は
、
削
り
氷
に
入
れ
て
食
べ
た

と
あ
り
、
現
在
の
か
き
氷
の
よ
う
な
食
べ
方
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
甘
葛

は
ま
た
、
薫
香
を
練
る
際
に
蜜
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
（
篠
田　

一
九
七
九
）。
さ
ら
に
、「
甘
葛
の
使
い
」
と
い
い
、
甘
葛
を
運
送
す
る
た
め

に
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
い
が
あ
っ
た
と
も
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
甘
葛
は
、
室
町
時
代
以
降
に
砂
糖
が
普
及
す
る
以
前
の
貴
重

な
甘
味
料
で
あ
っ
た
。
そ
の
甘
葛
は
、
浅
間
大
社
の
流
鏑
馬
神
事
で
は
毎
年

甘
葛
太だ

夫ゆ
う
が
調
製
し
奉
納
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
甘
葛
太
夫
は
深

澤
家
の
世
襲
で
、
毎
年
欠
か
さ
ず
奉
納
し
て
い
る
。
こ
の
甘
葛
の
製
法
は
深

澤
家
の
秘
伝
で
あ
り
、
神
事
終
了
後

は
奉
仕
者
が
甘
葛
を
樫か
し

の
葉
に
う
け

て
い
た
だ
く
。
な
お
江
戸
時
代
は
、

卯う

月づ
き

初は
つ

申さ
る
（
四
月
初
申
）
に
甘
葛
太

夫
が
甘
葛
四よ
ん

箇か

を
奉
納
し
、
五
月
三

日
の
若
宮
、
同
四
日
の
山
宮
・
福
地
、

端
午
（
同
五
日
）
の
本
宮
の
神
事
に

お
い
て
、
御み

煎せ
ん

を
柄ひ

杓し
ゃ
く

の
酌し
ゃ
く

で
い
た

だ
い
た
と
い
う
（
浅
間
神
社
社
務
所　

一
九
三
一
）。甘
葛
太
夫
は
刈
り
取
っ

た
甘
葛
四
箇
（
荷か

）
を
四
月
の
初
申

祭
で
奉
納
し
、
そ
れ
を
煎
じ
た
も
の

は
五
月
の
流
鏑
馬
祭
の
一
連
の
行
事
で
い
た
だ
い
た
よ
う
で
あ
る
（
写
真
２−

20
）。

　
流
鏑
馬
祭
で
は
、
甘
葛
の
ほ
か
に
も
重
要
な
植
物
が
登
場
す
る
。
境
内
の

社
殿
や
門
、
玄
関
な
ど
の
建
物
の
軒
に
挿
さ
れ
て
い
る
菖
蒲
と
蓬よ
も
ぎ

で
あ
る
。

非
常
に
大
量
で
あ
る
上
に
、
神
職
や
古
式
流
鏑
馬
の
射
手
、
神
事
流
鏑
馬
の

射
手
な
ど
、
神
事
に
関
わ
る
人
た
ち
の
奥お
く
襟え
り
に
も
菖
蒲
が
挿
さ
れ
る
。
江
戸

時
代
も
同
様
で
、端
午
前
日
の
四
日
に
菖
蒲
と
蓬
で
屋
根
を
葺ふ

く
と
あ
る
（
浅

間
神
社
社
務
所　

一
九
三
一
）。
ま
た
、
大
正
七
年
の
「
官
幣
大
社
浅
間
神

社
特
別
神
事
」
に
も
、前
日
の
五
月
四
日
早
朝
に
「
菖
蒲・蓬
ヲ
用
ヰ
テ
神
殿・

拝
殿
・
社
務
所
・
楼
門
ノ
家
屋
葺
ヲ
行
フ
」
と
あ
り
、
神
事
終
了
後
に
菖
蒲

と
蓬
は
各
自
帯
に
差
し
挟
む
。
同
様
に
、
五
月
五
日
本
祭
で
も
、
神
前
よ
り

お
ろ
し
た
菖
蒲
と
蓬
が
神
職
と
射
手
以
下
奉
仕
者
に
分
け
ら
れ
、
各
自
帯
に

差
し
挟
む
と
あ
る
。
現
在
は
帯
で
は
な
く
奥
襟
に
挿
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
流

鏑
馬
祭
で
は
こ
の
よ
う
に
菖
蒲
と
蓬
を
挿
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
般
的
に
、
菖
蒲
と
い
え
ば
ア
ヤ
メ
科
の
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
を
思
い
浮
か
べ

る
人
が
多
い
。
し
か
し
、
端
午
の
節
供
に
見
ら
れ
る
菖
蒲
は
サ
ト
イ
モ
科
（
Ａ

Ｐ
Ｇ
分
類
で
は
シ
ョ
ウ
ブ
科
）
の
水
辺
に
生
え
る
植
物
の
こ
と
で
あ
る
。
植
物

全
体
に
芳
香
が
あ
り
、
葉
先
が
鋭
く
尖と
が

っ
て
剣
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。
蓬

も
強
い
香
り
を
も
ち
、
菖
蒲
と
共
に
薬
用
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
。
古
く
か

ら
端
午
は
悪
月
だ
と
さ
れ
、
邪
気
を
払
う
た
め
に
菖
蒲
と
蓬
を
御
殿
や
市
中
の

民
家
の
屋
根
や
軒
に
挿
す
習
慣
が
あ
り
、「
菖
蒲
の
節
供
」
な
ど
と
も
い
っ
た
。

現
在
で
も
菖
蒲
と
蓬
を
入
れ
た
菖
蒲
湯
に
入
っ
て
疫
病
退
散
を
願
う
家
も
多
い
。

　
浅
間
大
社
の
神
事
で
神
職
と
射
手
達
が
菖
蒲
と
蓬
を
挿
す
の
は
、
こ
れ
と

は
別
に
騎
射
儀
礼
の
際
に
天
皇
・
群
臣
と
も
に
菖し
ょ
う

蒲ぶ

鬘か
ず
ら

を
頭
に
か
け
る
風
習

が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
菖
蒲
の
音
か
ら
尚し
ょ
う

武ぶ

を

連
想
し
、
今
日
の
端
午
の
節
供
が
男
児
の
節
供
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

写真 2-20　樫の葉でいただく甘葛



第
二
章  

富
士
山
本
宮

　
　
　
浅
間
大
社
の
祭
礼

192

第
四
節
　
　
御
田
植
祭
の
変
遷

大
宮
町
民
に
支
え
ら
れ
て
き
た
御お

田た

植う
え
祭さ
い

　

富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
（
以
下
、
浅
間
大
社
）
の
御
田
植
祭
は
、
大
祭
に

次
ぐ
重
要
な
祭
礼
で
あ
る
。「
富
士
本
宮
年
中
祭
礼
之
次
第
」（
慶け
い

安あ
ん

三
年

〈
一
六
五
〇
〉）
に
詳
細
な
記
録
が
あ
る
が
、
明
治
初
年
に
明
治
政
府
に
境
内
以

外
の
領
地
を
返
納
し
た
た
め
、
祭
礼
資
金
が
不
足
し
て
流
鏑
馬
と
同
様
に
中
絶

し
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
が
あ
っ
て
今
日
の
御
田
植
祭
と
な
っ
て
い
る
。

　
明
治
初
年
の
中
絶
後
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
本
殿
の
神
事
の
み
で

御
田
植
祭
が
復
活
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
は
神し
ん
田で
ん
で
の
御
田
植
式
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
祭
日
も
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
ま
で
六
月
二
八
日

で
あ
っ
た
が
、
翌
一
二
年
か
ら
新
暦
に
よ
っ
て
七
月
七
日
と
定
め
ら
れ
今
日
に

至
っ
て
い
る
。
現
在
の
よ
う
に
、
神
田
で
の
御
田
植
式
が
再
興
さ
れ
た
の
は
明

治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
神
田
は
大
宮
町
字
神
田
橋

南
裏
に
あ
っ
た
。
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
の
『
大
宮
町
誌
』
に
は
、斎さ
い
田で
ん
（
神

田
）
に
つ
い
て
の
変
遷
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

斎
田
は
、
し
ば
ら
く
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
所
在
さ
え
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
た
が
、
再
興
の
際
に
は
そ
の
路
傍
付
近
の
四
尺
大
の
井
形
窪く
ぼ
地
を
充

て
て
い
た
。
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
三
月
に
南
裏
新
道
開か
い
鑿さ
く
の
計
画
が
起

こ
り
、
斎さ
い
場じ
ょ
う

（
斎
田
）
を
道
路
が
横
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ

の
代
替
地
と
し
て
斎
場
西
側
二
三
歩
（
約
七
六
㎡
）
の
土
地
を
大
宮
町
が
買
っ

て
浅
間
大
社
に
寄
進
し
た
。
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
は
、
付
近
の
町
民
有

志
が
寄
付
を
出
し
合
っ
て
斎さ
い
殿で
ん
を
新
造
し
た
。
こ
の
斎
殿
が
、
現
在
の
神か
ん
だ
の
み
や

田
宮

の
神
殿
で
あ
る
。

　

明
治
二
二
年
に
御
田
植
式
が
再
興
さ
れ
た
際
の
浅
間
大
社
の
記
録
に
よ
れ

ば
、
神
田
は
「
穣い
は
ひ

田た

」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木　
二
〇
一
六
）。
ま
だ
現
在

の
神
殿
が
な
か
っ
た
時
代
、「
穣
田
神
事
之
図
」
に
は
神
座
に
神
を
招
い
て
神

事
を
行
う
様
子
が
描
か
れ
、宮
司
な
ど
の
神
職
と
向
き
合
っ
て
、早さ

お
と
め
乙
女
四
人・

田た

長お
さ
一
人
・
佃で
ん
夫ぷ

四
人
が
参
列
し
て
い
る
。
佃
夫
は
鋤す
き
持も
ち
・
鍬く
わ
持も
ち
・
早さ

苗な
え
持も
ち
・

萩は
ぎ
持も
ち
と
、
そ
れ
ぞ
れ
所
持
す
る
物
も
示
さ
れ
て
い
る
（
図
２−

５
）。

　
な
お
、
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
七
月
七
日
か
ら
は
、
富
士
山
の
開
山
時

期
に
合
わ
せ
て
浅あ
さ
ま
の
お
お
か
み

間
大
神
へ
開
山
中
の
擁
護
を
祈
る
た
め
の
開
山
祭
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
七
月
一
一
日
に
開
山
祭
が
行
わ
れ
る
の
が

例
で
あ
っ
た
と
い
う
（
宮
地　
一
九
二
九
）。

令
和
五
年
の
御
田
植
祭

　
現
在
の
御
田
植
祭
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
九
月
に
調
査
し
報
告
さ
れ

た
浅
間
大
社
特
別
神
事
「
御
田
植
祭
」
の
記
述
に
ほ
ぼ
な
ら
っ
て
行
わ
れ
て
い

る
。
七
月
六
日
に
神
田
宮
宵よ
い
宮み
や
祭さ
い
、
七
日
に
本
宮
祭
典
の
後
、
一
同
が
行
列
を

組
み
神
田
宮
に
移
動
し
て
神
田
宮
祭
典
と
な
る
。
し
か
し
、
今
日
の
最
も
華
や

か
な
少
女
た
ち
の
早
乙
女
舞
「
田
植
舞
」
は
、
大
正
八
年
の
記
録
に
は
記
載
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
当
時
の
宮
司
が
熱あ
つ
田た

神

宮
の
御
田
植
祭
の
唄
と
舞
を
、
浅
間
大
社
に
取
り
入
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た

も
の
で
あ
る
。
熱
田
神
宮
の
舞
は
、
春か
す
が日
大
社
の
社
司
富
田
家
に
伝
わ
る
舞
を

伝
授
し
た
も
の
だ
と
い
う
（
繁
原　
一
九
九
七
）。

　

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
現
在
、
早
乙
女
は
一
八
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
う

図 2-5　穣田神事之図
　　　　（浅間大社蔵）
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ち
歌
姫
五
人
が
小
学
五
年
女
子
児
童
、
舞
姫
一
三
人
が
小
学
六
年
女
子
児
童

で
、
市
内
の
小
学
校
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、
早
乙
女
は
地
元
神
田

区
で
は
「
お
稚ち

児ご

さ
ん
」
と
呼
ば
れ
大
宮
町
内
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
が
、
歌

姫
五
人
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
神
田
区
の
小
学
五
年
生
が
優
先
的
に
推
薦
さ
れ

た
と
い
う
。
華
や
か
な
お
稚
児
さ
ん
は
女
の
子
の
憧
れ
で
あ
っ
た
（
神
田
区　

二
〇
〇
〇
）。

　
神
田
宮
で
の
御
田
植
式
で
は
、
神
事
の
後
、
田
長
が
田
植
唄
「
あ
さ
ま
の
た

ろ
じ
は
良
い
た
ろ
じ
、
植
え
田
の
中
で
も
良
い
た
ろ
じ
良
い
た
ろ
じ
」
と
う
た

い
、
早
乙
女
が
田
植
舞
を
う
た
い
舞
う
。
田
長
の
田
植
唄
は
古
く
か
ら
歌
い
継

が
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
文
言
が
短
く
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。

　
そ
の
後
、
田
代
役
の
青
年
三
人
が
青あ
お
萩は
ぎ
・
鋤
・
鍬
を
持
っ
て
田
の
中
に
入
り
、

代し
ろ
掻か

き
の
所
作
を
し
な
が
ら
萩
の
若
枝
を
敷
き
込
む
。
次
に
、
田
長
が
早
苗
を

神
職
や
早
乙
女
、
参
列
者
達
に
配
る
と
、
人
々
は
一
斉
に
田
に
苗
を
投
げ
入
れ

る
。
こ
の
苗
は
後
に
、
神
田
の
管
理
者
が
整
え
て
田
植
を
終
え
て
お
く
。
神
田

宮
で
の
一
連
の
行
事
が
終
る
と
、一
同
は
浅
間
大
社
に
戻
り
、再
び
田
長
の
歌
、

早
乙
女
の
田
植
舞
が
奉
納
さ
れ
、
神
職
や
早
乙
女
達
が
拝
殿
廻か
い
廊ろ
う
か
ら
早
苗
を

ま
く
。

　
こ
の
祭
り
に
は
地
方
の
人
々
が
多
く
集
ま
り
、
神
田
の
余
り
苗
を
争
っ
て
も

ら
い
受
け
、自
分
の
田
に
植
え
て
豊ほ
う
穣じ
ょ
う

を
願
っ
た
。
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）

の
『
官か
ん
国こ
く
幣へ
い
社し
ゃ
特
殊
神
事
調 

二
』
に
も
、「
参
拝
ノ
群
集
此こ
の
苗
ヲ
拾
ハ
ン
ト
シ

テ
田
ニ
下
リ
テ
揉
ミ
合
ヒ
ツ
ヽ
喧け
ん
噪そ
う
ス
ル
様
甚は
な
は

ダ
ヲ
カ
シ　
是こ

レ
古
来
ヨ
リ
ノ

信
仰
ニ
ヨ
ル
コ
ト
ナ
リ
」
と
あ
り
、
神
田
の
苗
が
五
穀
豊
穣
を
も
た
ら
す
と
い

う
信
仰
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
御
田
植
祭
の
再
興
は
、
大
宮
周

辺
の
農
民
の
切
実
な
願
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
、
御
田
植

祭
ま
で
に
田
植
え
を
済
ま
せ
、「
農
休
み
」
と
い
っ
て
手
伝
い
の
人
を
招
待
し

御
馳
走
し
た
も
の
だ
と
い
う
（
神
田
区　
二
〇
〇
〇
）。

　
ま
た
こ
の
日
、
神
田
通
り
か
ら
神
田
宮
ま
で
の
参
道
に
は
露
店
が
出
て
に
ぎ

わ
っ
た
と
い
う
。『
大
宮
町
誌
』
に
は
、「
此
日
神
田
町
に
商
市
を
開
ら
き
、
神

田
の
市
と
唱
へ
、
地
方
に
罕ま

れ
な
る
殷い
ん
賑し
ん
な
り
し
」
と
あ
り
、
六ろ
く
斎さ
い
市い
ち
に
ち
な
む

神
田
の
市
も
こ
の
当
時
は
御
田
植
祭
に
ち
な
ん
だ
市
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
令
和
七
年
（
二
〇
二
五
）
か
ら
御
田
植
祭
は
六
月
最
終
日
曜

日
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
近
年
で
は
、
祭
礼
に
関
わ
る
人
た
ち
の
仕
事

や
学
校
の
休
日
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

写真 2-24　浅間大社での早苗投げ

写真 2-23　田長の田植歌

写真 2-22　田代役の萩・鋤・鍬

写真 2-21　早乙女の田植舞


